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第８章  最悪事態（シビアコンディション）への対応 
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第１項 最悪事態（シビアコンディション）を設定する目的 

 

防災計画策定の基礎となる被害想定は、過去の災害履歴や各種調査研究に基づく発生確率を基

に、将来発生する可能性が高いとされる地震に限定して平均的な被害程度を推計したものである。

その結果、地方公共団体の防災対策は、比較的局地的な地震を想定にして実施されてきた。 

しかし、実際に大規模地震が発生した時は、平均的に算出された被害想定を超えた、最悪な事態

（首都圏長期大停電や燃料枯渇、首都機能の麻痺、大量の避難者や帰宅困難者の発生など）が生じ

る可能性もあるため、防災関係機関は、最悪事態（シビアコンディション）を想定しておく必要が

ある。 

 

 

第２項 最悪事態（シビアコンディション）への対応 

 

第２章から第６章に定める計画は、被害想定に基づく防災対策として、ハード面の整備を始め、

住民の生命、財産、生活基盤、社会的安定等を災害から守るために実施する取組である。 

一方、最悪事態（シビアコンディション）を引き起こすような大規模災害に対して、ハード整備

だけで対応することには限界がある。また、確実に守ってくれる構造物という概念は、その想像を

も上回る大規模な災害に対しては、迅速な避難行動を阻害するマイナスの要因にも成り得る。 

そこで、最悪事態（シビアコンディション）に対処する場合は、目的を「人命を守る」ことに絞

って対策を進め、その上で生活や社会基盤の早期再建・復興を目指すこととする。人命を守る上で

有効なのは「避難」であり、迅速な避難を実現するための情報伝達、土地利用計画、教育、啓発、

訓練が重要になる。 

 

 

第３項 最悪事態（シビアコンディション）の共有と取組の実施 

 

市は、従来どおり被害想定に基づく特定地震をターゲットとした防災対策をしっかり進めなが

ら、その上で、最悪の事態をもシミュレーションし、防災関係機関や住民と共有しておくこととす

る。大規模地震が発生したときには、局地的災害に対応するために整備したハード面や救助の枠組

みで被害の最小化を図りながらも、「逃げる」「逃がす」対策と組み合わせることよって、なんとし

ても住民の命を守ることが重要である。 

また、首都直下地震発災時には、比較的被害が少ないとされる本市が、全国からの応援業務の拠

点として、積極的な広域支援を行っていくことになる。市域のみの局地的災害だけを対象としてい

た従来の対策では、首都直下地震に備えることはできない。 

次項から、科学的根拠は薄いが発生する可能性がある主な最悪事態（シビアコンディション）を

示し、対策の方向性を検討する。 
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○家屋の倒壊や家具の転倒に伴う死亡者、負傷者を減らす。 

○室内の避難経路に家具等が散乱し、延焼火災からの避難が遅れる状況をなくす。 

 

 

＜予防期＞ 

○家屋の耐震性を確認し、必要な耐震改修等を行う。 

○家具の配置を見直し、家具の固定を進める。 

○地震に備えた防災総点検を行う。 

 

  

鶴ヶ島市の最大被害想定は、関東平野北西縁断層帯地震となるため、

あまりシビアな想定になっていない。 

 

市や県、防災関係機関は、今までの災害対応の教訓を踏まえ、現場対応力の強化や避難者支援

に力を入れています。 

しかし、阪神・淡路大震災で亡くなった方の８割以上は、家屋の倒壊、家具の転倒等による圧

死・窒息死が原因で、そのほとんどが即死だったと言います。震度６弱の揺れで、家具は部屋の

中を飛び交い、家族の命を奪う凶器となります。 

発災直後に命が助からなければ、いくら消防や警察が救助に力を入れても、いくら行政が被災

者支援を強化しても、役には立ちません。 

また、タンスや家電で重傷を負ってしまうと、その後の避難行動にも困難が伴います。 

新たな被害想定調査では、東京湾北部地震により市内１人、県内に7,215人の負傷者が生じる予

測になりました。また、首都圏全体では３万人以上の重傷者が発生する見込みです。 

緊急医療の収容能力や輸送能力を考えるに、迅速に十分な医療処置を施すのが難しい、膨大な

人数です。 

住民の皆さん、どうか家屋や家具で命を亡くさないでください。重傷を負わないでください。 

そのために行うべきことは、そんなに難しいことではないのです。 

① 命を守るのは「自分」が基本 ～大震災では家具が凶器になります～ 

最悪な状況 

課  題 

対策の方向性 
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○発災後、救助・救出・初期消火に当たっている支援者が、二次災害に巻き込まれることを防止す

る。 

○現場で活動する防災関係者に正確な危険情報が伝えられず、撤退のタイミングを逃す事態を回避

する。 

 

 

○救助・救出・初期消火活動に伴う危険行動や危険からの回避方法について、事前の研修や訓練を

進める。 

○支援者側の退避ルールをあらかじめ定める。 

○必要な資機材（無線機や倒壊家屋からの人命救助用エンジンカッター等）の装備を進める。 

○防災指揮システムの可視化を進め、現場への情報提供をより迅速・的確に行う。 

 

  

 

総務省消防庁のまとめによると、東日本大震災で犠牲になった消防団員は、岩手県・宮城県・

福島県で合わせて254人になります。同じ３県で犠牲になった消防本部の職員は27人、警察官は30

人で、比較すると消防団員の犠牲者が際立って多くなっています。阪神・淡路大震災における消

防団員の犠牲者は１名のため、大震災の津波被害が甚大であったとも考えられますが、この教訓

を生かさなくてはなりません。 

犠牲になった消防団員は、多くは水門や車両が通り抜ける陸閘（りくこう）の閉鎖や避難支援

に関わって、津波の被害を受けています。 

内陸県の埼玉県でも、津波警報の発令や、一定規模以上の地震が起きた場合、荒川等の遡上に

備え、水門等の閉鎖をしていただく消防団もあります。 

また、大規模かつ広域的な災害では、消防団員も含め、自主防災組織や民生委員など地域防災

を担う多くの支援者が、消火活動支援や避難支援を行い、被害の拡大を防ぎます。大規模広域型

災害で地域の命を救うためには、こうした各地域の支援者の存在が不可欠となります。 

しかしそのために、支援者側の命を決して犠牲にしてはいけません。「生命に危険を感じた場

合、避難を優先させる」「正しく撤退する」ことを徹底した上で、自助・共助の取り組みを進めて

いくことが重要です。 

② 支援者の犠牲はあってはならない 

最悪な状況 

課  題 

対策の方向性 
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○消防機関に頼らない初期消火を確実に行い、火災を拡大させない。 

○消防機関の現場到達を早める。 

○火災から逃げ遅れる人をなくす。 

 

 

○自主防災組織や消防団の消火活動訓練を推進し、初期消火を推進する。 

○安否情報の確認方法や、迅速な避難を促す啓発や訓練を行う。 

○被害や危険地域の正確な把握と、住民への情報提供を迅速に行う。特に「逃げる」「逃がす」ため

の情報提供を優先提供し、インターネット、携帯電話、マスメディア、防災行政無線、ＳＮＳ等

あらゆる手段を活用する。 

○道路啓開や交通規制を行うため、警察署や協定締結先企業と協力し、通行可能な緊急交通路を迅

速に確保する。 

 

  

 

関東大震災が起こった大正12年９月１日は、台風通過直後で、風速10～15ｍの強風が吹く日で

した。昼食時の発災で、かまど使用も多かった当時は、各所で火災が発生し、時速400～800ｍの

速さで延焼していきました。 

延焼地帯は拡大していき、「合流火災」「火災旋風」が発生しました。関東大震災では百か所で

「火災旋風」が発生、約２万坪の被服廠跡では３万８千人が焼死や圧死で命を落としたと言いま

す。 

一方、首都直下地震（都心南部地震）に係る国の想定では、火災による死者は、首都圏で最大

約１万６千人、建物倒壊と合わせ最大約２万３千人の死者とされています。 

最悪事態として考えられるのは、発災直後から、火災が同時多発的に発生する中、断水により

消火栓が機能停止し、道路閉塞や交通渋滞等により消防車が現場に到着できず、消防力が分散す

る中、特に都心の木造住宅密集市街地において大規模な延焼火災に至ることです。 

また、高圧ガス施設、火薬類施設からの発火・爆発による延焼地域の拡大、危険物取扱施設や

毒劇物取扱施設からの発火が加わると、さらに消火活動は遅れ、住民への被害が多大になりま

す。 

【参考：東京都被害想定】 

区部西部から南西部にかけての環状７号線と８号線の間、区部東部の荒川沿いの地域は木造

住宅密集地域が大規模に連担している。これらの地域を中心に、焼失等約20万棟、4,000人の死

者が発生する。 

【参考：国被害想定】 

地震火災による焼失 最大約41万２千棟、倒壊等と合わせ最大約61万棟 

③ 火災から命を守る 

最悪な状況 

課  題 

対策の方向性 



8-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○災害対応を行う防災活動拠点や病院等は、１カ月以上の長期間にわたる停電時においても、活動

を継続させなければならない。 

○電力、ガス、道路などのライフライン被害を軽減するとともに、復旧を早める。 

○首都圏長期停電下でも、被災者が安全・快適に生活を送れる環境を整える。 

 

 

○燃料または電源の多重的な確保に努める。例えば災害対策本部が設置される庁舎等には、補給不

要な都市ガスや備蓄が可能なＬＰガスを使用する発電設備の導入等を検討する。 

○災害時重要施設への燃料供給体制を見直し、確実な入手手段を確保する。 

○非常用発電機及び緊急車両用の燃料確保について、既存の協定を見直す。 

○ライフライン事業者による減災活動や早期復旧に関し、目標設定や計画作成、復旧活動を支援す

る。 

○市外からの避難者の受入れについて、自治体間の協定に基づく広域訓練の実施や応急仮設住宅の

適地調査等を通じ、実効性を高める。 

○長期避難を想定し、避難所の環境を向上させる。 

 

  

 

東日本大震災では、震源から離れた首都圏であっても、多くの発電所が稼働停止に追い込まれ

る事態となりました。復旧にも長い時間を要し、常陸那珂発電所の１号機は５月15日、鹿島火力

発電所の２・３・５・６号機は４月６日から20日にかけてようやく復旧しました。 

発電所の施設や設備に直接被害を受けた場合は、さらに復旧に時間がかかります。東日本大震

災では、地震の影響を直接的に受けた福島県・広野火力発電所の復旧に４カ月を要しました。 

これらのことを踏まえると、首都直下地震の最悪事態として、首都圏広域大停電が発災後１カ

月以上続くことも想定しなければなりません。 

大災害が発生し、電気の供給がストップすると、各種石油燃料も枯渇します。 

製油所が被災するほか、急激な需要増やタンクローリー・ドライバーの不足、ガソリンスタン

ドの停電により、応急対応・緊急輸送用を始めとする車両のガソリン・軽油、避難の生活のため

の灯油が長期間にわたり不足する状態が続きます。 

公的機関や災害拠点病院などの防災拠点では、非常用発電設備が備えられていますが、消防法

等により燃料の備蓄量が限られていることから、常に燃料を補給することが前提となります。製

油所や輸送インフラの被災により、長期間に渡り燃料が流通されない場合、非常用発電機の燃料

が枯渇し、災害対策本部や防災活動拠点における災害対応、医療機関における医療行為、各避難

所における避難生活等に大きな影響がでます。 

④ 首都圏長期大停電と燃料枯渇 

最悪な状況 

課  題 

対策の方向性 
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○被災地の災害対応活動拠点への交通路を速やかに確保する必要がある。 

○緊急車両の通行を阻害する緊急交通路上の障害物、幹線道路上の放置車両への対応。 

○道路渋滞に伴う混乱やパニック、災害に付随する交通事故を防ぐ。 

 

 

○災害時における交通ルール（緊急交通路への進入禁止や、車両を降りて避難する際のルール（鍵

はつけたまま等））について、普及啓発を進める。 

○既存の災害時応援協定を見直し、緊急交通路上の障害物や放置車両の撤去体制や優先的道路啓開

のシミュレーションを行う。 

 

  

 

首都高速道路や国道、主要な県道など、緊急輸送ルートとして想定されている道路の橋梁は、

耐震化対策が概ね施されています。しかし、首都圏全体としては、沖積低地などの軟弱地盤を中

心に、地盤の変位（隆起や沈下・陥没・断層）や液状化による道路自体の損壊、落橋も懸念され

ます。加えて、沿道建造物から道路への瓦礫の散乱、電柱の倒壊、道路施設の損傷による道路閉

塞、鉄道の運行停止に伴う道路交通需要の増大等により、深刻な道路交通麻痺が発生する可能性

もあります。 

走行中の自動車にも激震が直撃します。一般的には、震度５はタイヤがパンクしたような感

覚、震度６以上では車を制御することが困難と言われます。各所で車両事故が多発し、車両火災

も発生し、ガソリンへの引火による火災や、火災が近ければ輻射熱を原因とする車両火災も発生

します。 

一方で、車両での避難者が続出するため、交通渋滞が発生します。また、ガス欠や事故車両、

置き去り車両が道路上に多数放置され、渋滞の原因となります。レッカー車の不足、及び道路渋

滞によりレッカー車の現場到達が困難になるという渋滞悪化の悪循環が発生します。 

鉄道については、東日本大震災では、緊急地震速報の受信によって首都圏の電車は安全停止で

きましたが、直下型地震では緊急地震速報の到達が間に合わないため、走行中に脱線事故を起こ

す可能性があります。また、都心では液状化及び施設欠損により、地下鉄や地下街への浸水が発

生する恐れもあります。 

これらはすべて、最悪の可能性を挙げたに過ぎません。しかし、万が一の時に冷静に対処する

ためにも、その最悪の事態を想像することは無意味ではありません。 

⑤ その時、道路は通れない 

最悪な状況 

課  題 

対策の方向性 
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○情報通信基盤が破壊または電源喪失し、情報収集・伝達手段が制限される。 

○政府、行政による正確な情報発信が不足する。 

○不安や恐怖心から、不正確な情報や流言・デマが拡散する。 

 

 

○電力事業者や通信事業者と協力し、通信設備の停電対策（携帯電話基地局の増設と耐震化、非常

用電源の強化等）を推進する。 

○正しい情報の発信者・取得方法などの防災情報教育を行い、プッシュ型の災害情報を取得するた

めの事前登録等を進める。 

○市は発災後速やかに、多様なメディアを使い、正しい情報を発信し続けるとともに、デマ、流言

の存在を素早く察知し、拡散を防ぐ。 

 

  

課  題 

対策の方向性 

 

東日本大震災では、広い範囲で電話回線や携帯電話の基地局が被災し、被災地での情報取得が

著しく制限されました。 

その中で、ツイッターやＳＮＳなど、新たな情報伝達手段の有効性が確認され、震災以降、多

くの団体が活用を検討しています。しかし、これらは強力な拡散性を持つことから、「嘘の情報」

いわゆるデマやチェーンメールによる新たな危険（二次災害）を引き起こす可能性があります。 

これらは、①情報が極度に不足した状態で現れやすい、②危険回避を指示する内容が多い、③

伝播速度が早い、という特徴があり、親切心から周囲に知らせようとした人から、情報を渇望し

ていた人へ急速な勢いで拡散していくことになります。 

東日本大震災でも例えば、「被災地で外国人窃盗団が暗躍している」「被災地で、略奪、強盗、

暴行等が発生している」等の治安情報や、「ヨウ素を含むうがい薬や海藻類を摂取すると内部被曝

が防げる」等の放射能関係情報、「某県の水は汚染されている」等の不正確な情報が、検証もされ

ずに広がりました。 

デマや流言が拡散すると、過剰な自衛行為やパニックが思いもよらない二次災害に発展する可

能性があります。「そんな嘘は見抜ける」「信じるはずがない」という平常時の自信は、大規模災

害時にはかえって危険かもしれません。 

⑥ デマやチェーンメールは新たな災害 

最悪な状況 
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○首都圏約12万３千人の負傷者に対し、DMAT等による迅速な医療救護活動と災害拠点病院を中心とす

る受入医療機関を確保する必要がある。 

○道路啓開の遅延や交通渋滞により、救援部隊の投入に時間がかかる可能性がある。 

○電力・水道等の断絶により、医療行為の存続が困難になる。 

 

 

○衛星携帯電話の整備など、確実かつ複数の情報連絡体制の構築を図るとともに、医師会等と連携し

災害医療コーディネーター等の活用を図る。 

○医薬品や医療資機材等の協定を見直し、入手について実効性を確保する。 

○平常時に訓練等を実施し、トリアージスキルを向上させる。 

○一定の安全を確保した上での住民、自主防災組織、地域の企業等による救命救助活動が行える仕組

みの検討、及び医師会、歯科医師会、薬剤師会等の協力の下、地域でできる医療対応を検討する。 

○災害拠点病院における災害時の業務継続を確保するため、水、食料、自家発電に必要な燃料等の供

給体制を確立するとともに、全ての医療機関について、耐震化を促進する。 

 

  

課  題 

対策の方向性 

 

阪神淡路大震災では、建物倒壊に伴う負傷者が多く、圧挫症候群を始め、外傷傷病者に対する

超急性期医療が求められました。 

一方、東日本大震災は、多くの被災者が津波で亡くなりましたが、生存者の多くが軽傷者で、

どちらかと言えば慢性疾患への対応が課題となりました。 

首都直下地震の被害の様相は、阪神淡路大震災に近い都市型であると考えられます。 

国の被害想定では、首都圏で最大約12万３千人の負傷者が発生し、そのうち約２万４千人が重

傷者の見込みです。 

医療活動の主体は、超急性期（48時間以内）から急性期（１週間以内）では、災害派遣医療チ

ーム（DMAT）が中心になります。しかし、深刻な道路交通麻痺により、救急車両等による現場到

達が困難となることも見込まれます。 

また、大量の負傷者が同時に発生すると、医師や看護師、医薬品、医療資機材の不足が生じ、

十分な診療ができない可能性があります。 

さらに、地震によって直接的に負傷しなかった被災者でも、復旧に時間がかかる場合は、慢性

疾患に対するケアが大量に必要になります。 

⑦ 超急性期医療と慢性疾患の同時対応 

最悪な状況 
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○余震による落下物の恐れがある地域や火災延焼地域など、危険地帯を通過する徒歩帰宅者が二次被

害に巻き込まれる。 

○徒歩帰宅者が特定の箇所に集まり、混乱が生じる 

○緊急交通路や緊急輸送道路に徒歩帰宅者があふれ、救助・救出活動を阻害する。 

 

 

○近隣都県と協力し、発災直後における一斉帰宅の危険性を周知し、一斉帰宅抑制の取組を進める。 

○慌てて帰宅を開始しないですむよう、安否確認手段として、災害用伝言ダイヤル等の利用を促進す

る。 

○都内にいる県民も含め、県内の被害情報や避難所開設情報、帰宅経路の危険情報を様々な手段で発

信する。 

○主に都内から徒歩帰宅する徒歩帰宅者支援として、帰宅支援道路を設定し、沿道サービス（水道水、

情報、トイレ等）による安全で確実な徒歩帰宅を支援する。 

○公共交通機関を利用した遠距離通勤者がいる企業など、実情に応じて企業内備蓄を推進する。 

 

  

対策の方向性 

課  題 

 

県では、平成24年度に「モバイル空間統計」を利用した帰宅困難者の推計調査を行いました。 

まず、県外で帰宅困難になる県民の発生数は、136万人であると推計しました。そのうち88万人

は東京23区内で被災します。交通機関が麻痺している中、安全に帰宅させるための帰宅タイミン

グやルート選定が課題になります。 

次に、発災後、一斉帰宅の混乱を市町村ごとにシミュレーションしました。例えば、都内にい

る埼玉県民と県内にいる埼玉県民と都民252万人が一斉に徒歩で帰宅した場合、さいたま市では72

万人、川口市では45万人の通過人数が見込まれる結果となりました。帰宅経路に当てはめると、

例えば、国道17号戸田橋の通過人数は１時間当たり最大12万人という大混雑が予測されます。 

その結果、主な緊急輸送道路が徒歩帰宅者であふれ、緊急車両が通行できないことなども考え

られます。 

発災直後の一斉帰宅は二次被害の危険があるだけでなく、消防・警察等による救助・救出活動

を阻害し、被害を拡大させる要因になります。 

⑧ 都心からの一斉帰宅は危険 

最悪な状況 
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○指定避難所における長期生活が困難な者の把握（配慮の種類や規模）。 

○緊急避難的な広域受入れは速やかに、また、生活困難（不便地からの脱出）に伴う広域受入れは

計画的に行う必要がある。それぞれ手法を検討する。 

○観測機器や通信回線の破損により、情報が正常に伝達されず、人々が正確な情報なしでの行動を

強いられる。 

○他県からの被災者が大量に流入することにより、避難者管理が複雑になる。 

 

 

○他県等からの避難者の輸送や受入れについて、発災時に混乱が生じないよう、受入先や輸送手段

等を確保する。 

○計画的な受入れについて、関係自治体とシミュレーションを行う。 

○発災後、指定避難所における長期生活が困難な者を把握し、広域避難の調整を行う。 

○被害状況や避難に係る情報は、報道機関等の協力の下、あらゆる手段でこまめに発信する。 

 

  

 

国の被害想定では、冬の18時発災、風速15ｍ/ｓの都心南部地震で、首都圏で１日後に約300万

人、２週間後に約720万人の避難者が発生すると想定されます。 

１か月後に１都３県の約９割の断水が解消した場合でも、約120万人が避難所生活を続けてお

り、断続的な余震の発生や気象条件によっては、避難所生活者はさらに増加することになりま

す。また、避難所そのものや周囲の生活施設の被災、ライフラインの復旧の遅れが重なると、被

災地内での避難所運営はさらに難しくなります。 

道路の復旧が遅れ、あるいは輸送手段が不足すると、避難所へ物資や医療が十分に提供できな

くなり、長期化に伴う健康管理や安全確保の観点から、被災地外への遠距離避難（疎開）を検討

する必要がでてきます。 

特に、医療や介護が必要な要配慮者は、安全で健康的な環境に速やかに避難させることが急務

であり、市は県と協力し、被害が大きい都心南部からの避難者を受け入れるとともに、さらに北

側（北関東や東北地方）に向けて二次避難の調整を行うこととなります。 

⑨ 危険・不便な首都圏からの避難 

最悪な状況 

課  題 

対策の方向性 
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○配慮事項ごとに必要とされる避難施設の確保。 

○福祉避難所など比較的環境が優遇された場所へ、要配慮者を移送する体制の確立。 

○在宅避難している要配慮者への対策（高リスク者の把握、物資の供給、見回り） 

 

 

○指定避難所、医療機関等における毛布や燃料等の備蓄、非常用電源・通信手段の確保、物資や燃

料の供給手段の確保を行う。 

○発災後は、帰還できる体制（道路、住宅、医療等）を早期に整備する。 

○被災者の見守り活動や孤立防止、心のケアの長期的提供を行う。 

 

  

 

大規模災害では、発災後、長期間にわたり生活基盤が麻痺します。その結果、発災時には助か

った命が、震災関連死という形で失われてしまう恐れがあります。 

東日本大震災では、被災東北３県の被災地全体の死亡者のうち65歳以上の占める割合は約６割

であり、障害者数に占める死亡率1.9％は被災住民全体の死亡率0.9の約２倍に上りました。死亡

に影響のあった事由は、「避難者等における生活の肉体・精神的疲労」が約３割、「避難所等への

移動中の肉体・精神的疲労」が約２割、「病院の機能停止による初期治療の遅れ等」が約２割でし

た。 

例えば、１都３県には約７万８千人の慢性透析患者がいます。首都直下地震で電気・水道が長

期にわたり断絶した時、被災地内での処置は極端に制限されます。万一の場合に備え、透析施設

に余裕のある遠方への二次避難を検討し、助かった命を守り通す取組が重要になります。 

⑩ 助かった命は守り通す 

最悪な状況 

課  題 

対策の方向性 
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○広域物資供給体制の整備 

○広域緊急輸送体制の整備 

 

 

○被災情報及び指定避難所の開設情報等を地図上に可視化して集約・展開し、必要な輸送ルートの

選定及び啓開を速やかに行う。 

○原則３日以上、可能であれば１週間以上の家庭内備蓄を推進する。 

○複合災害も視野に入れ、県と合わせた備蓄を十分に行う。 

  

 

東日本大震災では、被災地のニーズが伝わらず、必要とされるものが被災地に行き届くのに時

間がかかりました。 

もちろん輸送には、道路の確保が重要になります。東日本大震災では、津波で大きな被害を受

けた道路のうち南北に延びる東北道・国道４号を優先的に復旧させ、その後に東方向に複数ルー

トを確保し、沿岸部の支援に使用しました。輸送道路の段階的復旧は迅速な災害対応に有効でし

たが、確保されたのは発災４日後。国道45号の道路啓開がおおむね終了したのは発災７日後でし

た。 

そのような中、避難所には十分な食事が行きわたりませんでした。 

例えば、宮城県内最大避難者数約32万人に対し、発災後３日間に県下の市町村が確保できた食

料は62万食だけです。また国の物資調達は、発災１週間後に約39万人が避難所に滞在していたの

に対し、６日後までの到着した食料は約290万食、水が約213万本だけです。概算で、一人一日約

１食になります。 

道路の不通やライフラインの途絶、生産工場や倉庫の損壊で、首都直下地震でも同様の課題が

生じます。 

また、在宅避難者には支援が届きづらい、という問題もあります。 

最悪事態の極めつけは、首都直下と南海トラフ地震が同時期に起こることです。安政地震で

は、東海・東南海地震が起きた後、すぐに安政江戸地震が起きています。南海トラフ付近を震源

地とする地震が発生し、被災地に備蓄食料のほとんどを提供した後に、首都直下地震が起こるこ

とも、可能性としてゼロではありません。 

⑪ 食料が届かない 

最悪な状況 

課  題 

対策の方向性 
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○災害に伴う被害の連鎖（経済、農業、治安悪化など）を起こさない。 

 

 

○各種システムにおける十分な冗長性の確保、バックアップ。 

○各主体による事業継続計画の策定と日常からの見直し。 

 

 

 

 

災害の連鎖を防止することが重要です。 

一つの災害が引き金となり、新たなリスクが連鎖する可能性があります。例えば、次のような最

悪シナリオがあります。 

・東京湾岸地域の製鉄所、石油化学プラント、石油化学工場等が被災し、様々な産業への影響

が全国に波及する。 

・港湾機能の麻痺により、サプライチェーンが寸断し、国内外の企業活動が影響を受ける。 

・工場や店舗等の喪失、従業者の被災、生産活動や物流機能の低下により、経営体力の弱い企

業が倒産に追い込まれる。 

・日本経済や日本企業への信頼が低下し、国際競争力の低下だけでなく、日本市場からの撤退

や海外からの資金調達コストの増大、株価や金利、為替の大幅な変動を引き起こす。 

 

すべての事態の推移を予見するのは不可能です。 

しかし、災害リスクを管理し戦略を策定する場合は、低頻度だが影響の大きい巨大災害に伴う

連鎖反応を意識し、対応する措置をシミュレーションしておくべきです。 

⑫ 災害の連鎖を防止せよ 

最悪な状況 

課  題 

対策の方向性 


